
 

 

ＬＰガス被害状況報告書の新様式への移行に伴う 

全会員を対象とした通報訓練の実施結果について 
  

西日本豪雨災害において、被災県協会からの報告が遅く、報告内容にもばらつきがあった

ことから、災害時の迅速な被害状況の把握が可能となるよう「ＬＰガス被害状況報告書」の

様式が見直し、統一されました。 

そのため、当協会においても、ＬＰガス災害対策マニュアルを改訂し、新様式へ移行した

ところであり、その周知と報告意識の醸成を目的として、当協会では初めて全会員を対象と

した通報訓練を実施しました。 

 

１ 日 時 １０月１９日（火）午前９時から（午前中） 
※高圧ガス保安活動促進週間（10 月 23 日～29 日）の一環として実施 

 

２ 被害状況報告書（新様式）による通報 

（１）訓練内容 別添「通報訓練実施要領」（保安委員会作成）のとおり 

（２）訓練結果 報告事業所数 ２７８事業所（報告割合 ９８．９％） 
 

支部名 報告時刻 会員事業所数 報告事業所数 報告割合（％） 

岩国 11:55 ３６ ３６ １００   

大島 10:18 １３ １３ １００   

柳井 11:46 １９ １７ ８９．５ 

光 10:33 １５ １５ １００   

下松  9:54 ９ ９ １００   

徳山 10:57 ６ ６ １００   

都濃 10:19 １０ １０ １００   

防府徳地 10:45 １５ １５ １００   

山口 12:00 １７ １７ １００   

吉敷 10:23 １５ １５ １００   

宇部小野田 11:00 ２５ ２５ １００   

厚狭 10:18 １０ １０ １００   

下関 12:15 ４１ ４０ ９７．６ 

美祢 10:38 １５ １５ １００   

長門 11:12 １４ １４ １００   

萩 10:46 ２１ ２１ １００   

合 計 ２８１ ２７８ ９８．９ 
 

（３）通報訓練における問題点とその対策 

   訓練終了後、５支部の支部長から通報訓練の気付きを協会事務局へお寄せいただき、 

  通信訓練における問題点を抽出し、その対策について取りまとめました。 

  ① 未報告が2支部の計３事業所ありました。支部長から催促した例も報告されており、 

今後も毎年、定期的に通報訓練を実施し、報告意識の醸成に努めていきます。 
 

  ② 会員の中には一般消費者等への販売を行っていない事業所（販売事業者本社等）も

あり、支部からのご指摘を受け、通信訓練の対象から削除しました。上記訓練結果は 

   訂正後のものです。 

    

  



 

 

③ ファクスは通信に相当の時間を要し、また、その間は受信もできないことから訓練

に手間取りました。次回から、もう少し時間に余裕をもって実施したいと思います。 

特に支部会員の多い下関支部では、次回以降は、支部会員へ直接送信するのではなく、

７地区の地区委員を介することにより時間の短縮を図ることとされました。 

また、災害時には、通信規制等のためより時間がかかる状況が危惧されることから、

今後はメールを主に使用することにし、訓練においても、支部長から同意が得られる

場合は、各支部長への通信媒体をメールに変更します。各支部も状況に応じてメール

への変更を検討してみてください。 
 

３ LINE 公式アカウントによる被害情報等の収集（登録者全員を対象） 

（１）訓練内容 別添「LINE 公式ｱｶｳﾝﾄによる被害情報の収集（通報訓練）」のとおり 

（２）訓練結果  

登録事業所数 １２３事業所（43.8％）←保安講習時点では４９事業所（17.1％） 

報告事業所数 １１３事業所（39.8％） 
 

支部名 
会 員 

事業所数 

登録状況 報告状況 

事業所数 登録者数 事業所数 報告者数 

岩国 36 16（44.4％） 28 13（36.1％） 16 

大島 13 4（30.8％） 4 4（30.8％） 4 

柳井 19 7（36.8％） 7 7（36.8％） 7 

光 15 7（46.7％） 9 6（40.0％） 7 

下松 9 4（44.4％） 5 3（33.3％） 3 

徳山 6 2（33.3％） 3 2（33.3％） 3 

都濃 10 4（40.0％） 5 4（40.0％） 4 

防府徳地 15 7（46.7％） 19 7（46.7％） 12 

山口 17 10（58.8％） 19 10（58.8％） 17 

吉敷 15 7（46.7％） 11 7（46.7％） 7 

宇部小野田 25 12（48.0％） 27 10（40.0％） 20 

厚狭 10 4（40.0％） 6 4（40.0％） 6 

下関 41 21（51.2％） 29 21（51.2％） 27 

美祢 15 5（33.3％） 7 4（26.7％） 5 

長門 14 2（14.3％） 2 1 （7.1％） 1 

萩 21 11（52.4％） 13 10（47.6％） 11 

合 計 281 123（43.8％） 194 113（39.8％） 150 

 ※登録状況及び報告状況の（ ）内は、いずれも支部所属事業所数に対する割合（％） 
 

（３）LINE による通報訓練における問題点とその対策 

   受信は良好かつ軽快で、報告者数は３分後には 50 名、１５分後には 100 名（2/3）

を超えました。ファクスに比べて、格段に迅速な対応が可能になると考えられます。 

① 未報告の事業所が 10 事業所あり、また、新規の登録事業者を対象として、来年度 

以降も LINE による通報訓練を継続し、当協会 LINE 公式アカウントによる被害情報 

収集体制の強化に努めてまいります。 

 

  ② 登録事業所数は、令和 3 年度販売事業所保安講習会において登録の 

要請以降急激に増加したものの、それでも 123 事業所（43.8％）に 

止まっており、引き続き、各事業所 1 名以上を目標に進めていきます。 

 各支部におかれても、次回通報訓練（令和４年度の梅雨時期前）に 

向け、支部会員への登録の呼び掛けをよろしくお願いします。      （登録用） 


